
兵庫県条例第14条、第20条関係（別表1）

土砂等に水を加えた場合、溶出す
る物質の量

土砂等に含まれる物質の量

カドミウム及びその化合物 検液１ℓ/ｶﾄﾞﾐｳﾑ0.01㎎以下 土壌1㎏/ｶﾄﾞﾐｳﾑ150㎎以下

六価クロム化合物 検液１ℓ/六価ｸﾛﾑ0.05㎎以下 土壌1㎏/六価ｸﾛﾑ0.05㎎以下

2-ｸﾛﾛ-4、6-ﾋﾞｽ(ｴﾁﾙｱﾐﾉ)-1,3,5-ﾄﾘｱｼﾞﾝ(別名
ｼﾏｼﾞﾝ又はCAT)

検液１ℓ/0.003㎎以下 ―

シアン化合物 検液中にｼｱﾝが検出されない 土壌1㎏/遊離ｼｱﾝ50㎎以下

N，N-ｼﾞｴﾁﾙﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸S-4-ｸﾛﾛﾍﾞﾝｼﾞﾙ(別
名ﾁｵﾍﾞﾙｶﾙﾌﾞ又はﾍﾞﾙﾁｵｶｰﾌﾞ)

検液１ℓ/0.02㎎以下 ―

四塩化炭素 検液１ℓ/0.002㎎以下 ―

1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液１ℓ/0.004㎎以下 ―

1、1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (別名塩化ﾋﾞﾆﾘﾃﾞﾝ) 検液１ℓ/0.02㎎以下 ―

ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾙﾙｴﾁﾚﾝ 検液１ℓ/0.04㎎以下 ―

1、3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (別名D-D) 検液１ℓ/0.002㎎以下 ―

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (別名塩化ﾒﾁﾚﾝ) 検液１ℓ/0.02㎎以下 ―

水銀及びその化合物
検液１ℓ/水銀0.0005㎎以下。かつ、
検液中にｱﾙｷﾙ水銀が検出されない

土壌1㎏/水銀15㎎以下

ｾﾚﾝ及びその化合物 検液１ℓ/ｾﾚﾝ0.05㎎以下 土壌1㎏/ｾﾚﾝ150㎎以下

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液１ℓ/0.01㎎以下 ―

ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾁｳﾗﾑｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ
 (別名ﾁｳﾗﾑ又はﾁﾗﾑ)

検液１ℓ/0.006㎎以下 ―

1、1、1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液１ℓ/ 1㎎以下 ―

1、1、2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液１ℓ/0.006㎎以下 ―

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液１ℓ/0.03㎎以下 ―

鉛及びその化合物 検液１ℓ/鉛0.01㎎以下 土壌1㎏/鉛150㎎以下

砒素及びその化合物 検液１ℓ/砒素0.01㎎以下 土壌1㎏/砒素150㎎以下

ふっ素及びその化合物 検液１ℓ/ふっ素0.8㎎以下 土壌1㎏/ふっ素4,000㎎以下

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 検液１ℓ/0.01㎎以下 ―

ほう素及びその化合物 検液１ℓ/砒素0.01㎎以下 土壌1㎏/ほう素4,000㎎以下

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ (別名PCB) 検液中にｼｱﾝが検出されない ―

有機りん化合物(ｼﾞｴﾁﾙﾊﾟﾗﾆﾄﾛﾌｪﾙﾁｵﾎｽﾌｪｲ
ﾄ(別名ﾊﾟﾗﾁｵﾝ)、ｼﾞﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾆﾄﾛﾌｪﾆﾙﾁｵﾎｽﾌｪ
ｲﾄ(別名ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ)、ｼﾞﾒﾁﾙｴﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾄｴﾁﾙ
ﾁｵﾎｽﾄ（別名ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ）及びｴﾁﾙﾊﾟﾗﾆﾄﾛﾌｪ
ﾆﾁｵﾉﾍﾞﾝｾﾞﾝﾎｽﾎﾈｲﾄ（別名EPN）に限る）

検液中にｼｱﾝが検出されない ―

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 ― 土壌1g/1,000pg-TEQ以下

備考　1測定方法は、知事が定める想定方法による。

　　　2ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類とは、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法第2条1項に規定するﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

　　　3ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る値は、2,3,7,8-四塩化ｼﾞﾍﾞﾝｿﾞ-パラｰｼﾞｵｷｼﾝの毒性に換算した値とする

土砂に含まれる物質
基　　　準


